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第 １ １ 回 伊 万 里 市 農 業 委 員 会 会 議 

 

 

１．日  時   令和元年１１月１日（金） 

開会 午後３時００分 

閉会 午後４時００分 

 

２．場  所   大会議室 

 

３．出  席   １２名 

 

４．欠  席    ２名 

 

議席 氏  名 出席 議席 氏  名 出席 議席 氏  名 出席 

１ 山口 友三郎 ○ ６ 力 武  正 光 ○ １１ 岸 本  熊 一 欠 

２ 池 田  良 一 ○ ７ 中 島  德 雄 ○ １２ 相 良  安 夫 ○ 

３ 福 田  義 晴  ○ ８ 西 山  哲 ○ １３ 田 代  三 義 欠 

４ 松 尾  梨 香 ○ ９ 吉 村  幸 夫 ○ １４ 山 口  光 壽 ○ 

５ 江 向  信 夫 ○ １０ 前 田  節 朗 ○    

 

 

議事録署名者  ５番  江向 信夫   

 

 １２番 相良 安夫   
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５．事務局職員 

 

職 名 氏 名 職 名 氏 名 

事務局長 野中 信守 農 地 係 松 林  豊 

農 地 係 江口 裕典   

 

６．その他出席者 

なし 

 

７．付議事項 

 

議案 第５７号 農地転用許可後の事業計画変更承認申請について     （ １件） 

議案 第５８号 農地法第５条の申請について              （ ６件） 

議案 第５９号 農地法第４条及び第５条の申請について         （ １件） 

議案 第６０号 農地法第４条の申請について              （ ３件） 

議案 第６１号 農地法第３条の申請について              （ ４件） 

議案 第６２号 

農用地利用集積計画［農業経営基盤強化促進事業］について 

（利用権設定     通年 ２４件） 

（農地中間管理事業  通年  ２件） 

議案 第６３号 農用地利用配分計画について              （ ２件） 

 

８．報告事項 

 

報告 第１７号 
農地法第４条第１項第８号の規定による許可不要に係る届出について 

                                                 （ １件） 

報告 第１８号 農地法第１８条第６項通知の受理について        （ １件） 

報告 第１９号 農地等の形質変更届出について             （ １件） 

 

９．連絡事項 

なし 
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議長 みなさん、こんにちは。 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、ただいまより第１１回農業委員会会議を開会します。 

本日の欠席者は、１１番 岸本 熊一委員、１３番 田代 三

義委員です。 

 

次に、議事録署名人の御依頼を申し上げます。 

今回は５番 江向 信夫委員、１２番 相良 安夫委員です。 

事務局で作成する議事録が完成次第御署名をお願いします。 

 

 

本日の議案数は、７つです。 

議案第５７号 農地転用許可後の事業計画変更承認申請に 

ついて                １件 

議案第５８号 農地法第５条の申請について      ６件 

議案第５９号 農地法第４条及び第５条の申請について １件 

議案第６０号  農地法第４条の申請について      ３件 

議案第６１号 農地法第３条の申請について      ４件 

議案第６２号 農用地利用集積計画［農業経営基盤強化促進 

事業］について 

利用権設定   通年２４件 

               農地中間管理事業   ２件 

議案第６３号 農用地利用配分計画について      ２件 

 

また、報告事項は、３つです。 

報告第１７号 農地法第４条第１項第８号の規定による許可 

不要に係る届出について        １件 

報告第１８号 農地法第１８条第６項通知の受理について 

 １件 

報告第１９号 農地等の形質変更届出について     １件 
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議長 となっております。  

議長 それでは、議事に入ります。 

議案第５７号 農地転用許可後の事業計画変更承認申請につい

て事務局から説明をお願いします。 

事務局 

 

議案第５７号 農地転用許可後の事業計画変更承認申請につい

て御説明します。 

 

議案の１ページ、１番になります。 

図面は、案内図が１ページ、字図が２ページ、土地利用計画図

が３ページ、平面図が４ページと５ページ、立面図が６ページ

になります。 

 

申請地は、〇〇〇〇〇〇地区です。 

申請人が令和元年７月２９日付の農家住宅建設を目的とした農

地法第４条許可について、当初の計画より建物面積及びレイア

ウト変更があっています。 

県に確認したところ、変更申請が必要であるとの事でしたので、

本議案を上程しております。 

 

議案第５７号 農地転用許可後の事業計画変更承認申請につい

ては以上１件です。 

議長 それでは１番について、担当委員から説明をお願いします。 

〇番委員 以前、転用申請をしていた内容を変更したいということで見え

られました。家屋の設計変更をされています。今回の変更によ

り周辺の農地に支障が出ることはないと思います。再度、区長

と生産組合から確認を受けられれています。私も問題ないと思

います。御審議をお願いたします。 

議長 

 

１番について、御意見、御質問はございませんか。 

＜なし＞ 
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議長 無いようですので、議案第５７号 農地転用許可後の事業計画

変更承認申請についての申請１件について承認を戴きましたの

で、意見を付して県へ進達します。 

 

続きまして、議案第５８号 農地法第５条の申請について事務

局から説明をお願いします。 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第５８号 農地法第５条の申請６件について御説明しま

す。 

議案の２ページ、３６番になります。 

図面は、案内図が７ページ、字図が８ページ、土地利用計画図

が９ページ、平面図と立面図が１０ページから１２ページ、断

面図が１３ページになります。 

 

申請地は、〇〇〇〇〇〇〇地区です。 

譲受人が、共同住宅を建設するための申請です。 

 

農地区分は第３種農地の農地区分要件、第２の１の（１）のエ

の（ア）のｂの（c）、都市計画法第８条第１項第１号に規定す

る用途地域に該当します。 

許可基準は、第２の１の（１）のエの（イ）、許可し得るに該当

します。 

 

続きまして、議案の２ページ、３７番になります。 

図面は、案内図が１４ページ、字図が１５ページ、土地利用計

画図が１６ページになります。 

 

申請地は、〇〇〇〇〇〇〇地区です。 

譲受人が、駐車場を建設するための申請です。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地区分は第２種農地の区分要件、第２の１の（１）のカの（ア）、 

中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小

集団の生産性の低い農地に該当します。 

許可基準としましては、第２の１の（１）のカの（イ）、周辺の

他の土地に立地することが困難な場合は許可し得るに該当しま

す。 

なお、許可を得ずに転用を行なっていたことに対し始末書が添付

されています。 

 

続きまして、議案の２ページ、３８番になります。 

図面は案内図が１７ページ、字図が１８ページ、土地利用計画図

が１９ページ、平面図が２０ページになります。 

 

申請地は、〇〇〇〇〇〇地区です。 

譲受人が、一般住宅建設のための申請です。 

 

農地区分は第３種農地の区分要件、第２の１の（１）のエの（ア）

のｂの（a） 住宅の用若しくは事業の用に供する施設又は公共

施設若しくは公益的施設が連たんしている農地に該当します。 

許可基準としましては、第２の１の（１）のエの（イ） 許可し

得るに該当します。 

なお、許可を得ずに転用を行っていたことに対し、始末書が添付

されています。 

 

続きまして、議案の２ページ３９番になります。 

図面は、案内図が２１ページ、字図が２２ページ、土地利用計画

図が２３ページ、平面図が２４ページ、立面図が２５ページにな

ります。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請地は、〇〇〇〇〇〇〇地区です。 

譲受人が、共同住宅を建設するための申請です。 

 

農地区分は第３種農地の農地区分要件、第２の１の（１）のエの

（ア）のｂの（c）、都市計画法第８条第１項第１号に規定する用

途地域に該当します。 

許可基準としましては、第２の１の（１）のエの（イ）、許可し

得るに該当します。 

 

続きまして、議案の２ページ４０番になります。 

案内図が２６ページ、字図が２７ページ、土地利用計画図が２８

ページになります。 

 

申請地は、〇〇〇〇〇〇〇地区です。 

譲受人が、太陽光発電施設を建設するための申請です。 

 

農地区分は鉄道の駅、船舶の発着場、県庁、市役所、町役場等か

ら概ね５００ｍ以内の地点に位置するため、第２種農地の農地区

分要件、第２の１の（１）のオの（ア）のaの（b）に該当します。 

許可基準としましては、第２の１の（１）のオの（イ）、周辺の

他の土地に立地することが困難な場合は許可し得るに該当しま

す。 

 

続きまして、議案の２ページ、４１番になります。 

図面は、案内図が２９ページ、字図が３０ページ、土地利用計画

図が３１ページになります。 

 

申請地は、〇〇〇〇〇〇地区です。 

譲受人が、太陽光発電施設を建設のための申請です。 
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事務局 農地区分は第２種農地の区分要件、第２の１の（１）のカの（ア）、

中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集

団の生産性の低い農地に該当します。 

許可基準としましては、第２の１の（１）のカの（イ）、周辺の

他の土地に立地することが困難な場合は許可し得るに該当しま

す。 

  

議案第５８号 農地法第５条の申請については、以上６件です。 

議長 それでは、３６番について、担当委員から説明をお願いします。 

〇番委員 共同住宅を建てたいとの申請です。９月に説明に見えられまし

た。図面の８ページを見てもらうと申請地の隣接者から同意の

印鑑を打ってもらえないとのことでした。用途地域なので家は

建てても良いのですが、今後の事もあるので、説明を行って承

諾をなるべくもらってくださいと言っていました。しかし、申

請書提出までに印鑑はもらえていないようです。雨水は道路側

溝を整備され排水されます。生活排水は下水道へ接続されます。

農業用水路や畔はそのまま維持するとのことです。区長、生産

組合長の印鑑もありました。私も農業には支障がないと思い押

印しています。審議のほどよろしくお願いします。 

議長 

 

３６番について、御意見、御質問はございませんか。 

 ＜なし＞ 

特に無いようですので、続きまして、３７番について担当委員

から説明をお願いします。 

〇番委員 ここは何年か前から譲受人が許可を得ずに駐車場として利用さ

れていましたので、始末書を添付して申請をされています。雨

水は地下浸透と隣接の水路へ排水されます。他の農地に支障が

出ることはないと思います。区長、生産組合長の印もありまし

た。私も問題はないと押印しています。審議のほどよろしくお

願いします。 
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議長 

 

 

３７番について、御意見、御質問はございませんか。 

 ＜なし＞ 

特に無いようですので、続きまして、３８番について担当委員

が欠席のため事務局から説明をお願いします。 

事務局 ３８番について事務局より説明します。一般住宅の増築申請で

す。申請地は住宅や道路に挟まれている農地でしたが、今回、

許可を得ずに増築をされたため始末書を提出されています。雨

水は河川に排水し、生活排水については集落排水で処理すると

いうことで現地にて確認をしております。申請書に関しては区

長、生産組合長、農業委員の印鑑をいただいております。営農

上の影響は特段無いかと思います。皆様のご審議お願いいたし

ます。 

議長 

 

３８番について、御意見、御質問はございませんか。 

 ＜なし＞ 

特に無いようですので、続きまして、３９番について担当委員

から説明をお願いします。 

〇番委員 共同住宅の申請です。周辺は商業地になっており、この周辺で

農地は、申請地と隣しか残っていませんので、他の農地に影響

が出ることはないと思います。雨水は道路側溝へ生活排水は下

水道に繋がれます。区長、生産組合長の印鑑もありました。私

も問題ないと印鑑を押しています。ご審議お願いします。 

議長 

 

３９番について、御意見、御質問はございませんか。 

 ＜なし＞ 

特に無いようですので、続きまして、４０番について担当委員

から説明をお願いします。 

〇番委員 

 

 

 

申請地は、元梨園で、梨の木を切って保全管理をされておりま

した。そこに太陽光施設を設置したいとの申請です。周辺の農

地への影響はないとは思いますが、隣接地が梨園をされており、

申請地と梨棚がつながっているため、その整備について譲渡人
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〇番委員 と協議をされて同意書を交わされています。区長、生産組合長

の印鑑もありましたので、私も問題ないと印鑑を押しています。

ご審議お願いします。 

議長 ４０番について、御意見、御質問はございませんか。 

 ＜なし＞ 

特に無いようですので、続きまして、４１番について担当委員

から説明をお願いします。 

〇番委員 太陽光施設設置の申請です。ここは保全管理をされている農地

で、太陽光施設を設置したいとの申請です。雨水は地下浸透と

隣接の水路へ排水されます。周辺の農地には影響はないと思い

ます。区長、生産組合長の印鑑もありましたので、私も問題な

いと印鑑を押しています。ご審議お願いします。 

議長 ４１番について、御意見、御質問はございませんか。 

＜なし＞ 

議長 

 

 

無いようですので、議案第５８号 農地法第５条の申請６件に

ついて承認を戴きましたので、許可相当として意見を付して県

へ進達します。 

 

続きまして、議案第５９号 農地法第４条及び第５条の申請に

ついて事務局から説明をお願いします。 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第５９号 農地法第４条及び第５条の申請１件について御

説明いたします。 

図面は、案内図が３２ページ、字図が３３ページ、土地利用計

画図が３４ページになります。 

 

申請地は、〇〇〇〇〇地区です。 

申請人が、太陽光発電施設を建設するための申請です。 

 

農地区分は第２種農地の区分要件、第２の１の（１）のカの（ア）、



11 

事務局 中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小

集団の生産性の低い農地に該当します。 

許可基準としましては、第２の１の（１）のカの（イ）、周辺の

他の土地に立地することが困難な場合は許可し得るに該当しま

す。 

 

議案第５９号 農地法第４条及び第５条の申請については、以

上１件です。 

議長 それでは、５番について担当委員が欠席のため事務局から説明

をお願いします。 

事務局 ５番について事務局から説明します。太陽光施設設置の申請で

す。排水に関しては、雨水は道路側溝へ排水をするということ

で現地にて確認しております。自宅の横の畑での太陽光施設設

置となりますので問題はないかと思います。申請書には区長、

生産組合長、農業委員の印鑑をいただいております。事務局の

確認では周辺の農地には影響は特段無いかと思います。皆様の

ご審議お願いします。 

議長 ５番について、御意見、御質問はございませんか。 

 ＜なし＞ 

無いようですので、議案第５９号 農地法第４条及び第５条の

申請１件について承認を戴きましたので、許可相当として意見

を付して県へ進達します。 

 

続きまして、議案第６０号 農地法第４条の申請について事務

局から説明をお願いします。 

事務局 

 

 

 

議案第６０号 農地法第４条の申請３件について御説明しま

す。 

議案の４ページ、１８番になります。 

案内図が３５ページ、字図が３６ページ、土地利用計画図が３
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ページになります。 

 

申請地は、〇〇〇〇〇〇地区です。 

申請人が、自宅駐車場及び進入口道路拡大のための申請です。 

 

農地区分は第２種農地の区分要件、第２の１の（１）のカの（ア）、

中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小

集団の生産性の低い農地に該当します。 

許可基準としましては、第２の１の（１）のカの（イ）、周辺の

他の土地に立地することが困難な場合は許可し得るに該当しま

す。 

なお、許可を得ずに転用していたことに対し始末書が添付され

ています。 

 

続きまして、議案の４ページ１９番になります。 

案内図が３８ページ、字図が３９ページ、土地利用計画図が４

０ページになります。 

 

申請地は、〇〇〇〇〇地区です。 

申請人が、太陽光発電施設を建設するための申請です。 

 

農地区分は第２種農地の区分要件、第２の１の（１）のカの（ア）、 

中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小

集団の生産性の低い農地に該当します。 

許可基準としましては、第２の１の（１）のカの（イ）、周辺の

他の土地に立地することが困難な場合は許可し得るに該当しま

す。 

 

続きまして、議案の４ページ２０番になります。 
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事務局 

 

図面は、案内図が４１ページ、字図が４２ページ、土地利用計

画図が４３ページになります。 

 

申請地は、〇〇〇〇〇〇〇地区です。 

申請人が、進入路の建設のための申請です。 

 

農地区分は第２種農地の区分要件、第２の１の（１）のカの（ア）、 

中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小

集団の生産性の低い農地に該当します。 

許可基準としましては、第２の１の（１）のカの（イ）、周辺の

他の土地に立地することが困難な場合は許可し得るに該当しま

す。 

なお、許可を得ずに転用を行なっていたことに対し始末書が添

付されています。 

 

議案第６０号 農地法第４条の申請については以上３件です。 

議長 １８番について、担当委員の方から説明をお願いします。 

〇番委員 駐車場と自宅進入路の申請です。ここは農地パトロールを実施

している際に無断転用されていたところを発見し、所有者へ転

用申請をするように指導をしていました。今回、始末書をつけ

て申請をされています。雨水は道路側溝に排水されています。

他の農地には支障はないと思います。区長、生産組合長の印鑑

もありました。私も問題ないと印を押しています。審議お願い

いたします。 

議長 

 

１８番について、御意見、御質問はございませんか。 

 ＜なし＞ 

無いようですので、続きまして１９番について、担当委員が欠

席のため事務局から説明をお願いします。 
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事務局 １９番について事務局から説明します。太陽光施設設置の申請

です。排水に関しては、雨水は地下浸透と既存の側溝へ排水す

るということで現地に確認しております。自宅の横の畑での太

陽光施設設置となりますので問題はないかと思います。申請書

には区長、生産組合長、農業委員の印鑑をいただいております。

事務局の確認では周辺が宅地と道路のため営農上の影響は特段

無いかと思います。皆様のご審議お願いします。 

議長 

 

１９番について、御意見、御質問はございませんか。 

 ＜なし＞ 

無いようですので、続きまして２０番について、担当委員から

説明をお願いします。 

〇番委員 宅地への進入路建設の申請です。家を改築する際に地図を見て

いたら進入路が農地になっていたため、きちんと宅地にしたい

と言われました。始末書もつけて申請をされています。生活排

水は集落排水に接続されます。雨水は道路側溝へ排水されます。

周辺の農地に影響を及ぼすことはないと思います。区長、生産

組合長の印鑑もあり、私も問題ないと印鑑を押しています。審

議よろしくお願いします。 

議長 

 

 

 

 

 

２０番について、御意見、御質問はございませんか。 

 ＜なし＞ 

無いようですので、議案第６０号 農地法第４条の申請３件  

について承認を戴きましたので、許可相当として意見を付して

県へ進達します。 

 

続きまして、議案第６１号 農地法第３条の申請について事務

局から説明をお願いします。 

事務局 

 

議案第６１号 農地法第３条の４件についてご説明します。 

議案の５ページになります。 
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事務局 

 

 

 

申請事由や経営状況等を掲げております。 

全て農地法第３条第２項の各号には該当しないため、全部効率

利用要件、農作業常時従事要件、下限面積要件、地域との調和

要件を満たしております。 

 

議案第６１号 農地法第３条の申請については以上４件です。 

議長 

 

 

議案第６１号 農地法第３条の申請について審議していただ

き、御意見、御質問がありましたら、挙手をお願いします。 

＜なし＞ 

無いようですので、議案第６１号 農地法第３条については許

可とします。 

 

続きまして、議案第６２号 農用地利用集積計画［農業経営基

盤強化促進事業］利用権設定の通年について事務局から説明を

お願いします。 

事務局 議案第６２号 農用地利用集積計画［農業経営基盤強化促進事

業］利用権設定の通年について御説明いたします。 

議案の６ページから８ページに明細書を掲げておりますのでそ

ちらをご覧ください。 

 

今回は借受人が６名、貸付人が２３名で、面積は田が 68,386㎡

です。利用目的、利用権設定期間、借賃などは明細書に記載し

ているとおりです。申出書を９ページから２１ページに掲げて

おります。 

 

議案第６２号 農用地利用集積計画［農業経営基盤強化促進事

業］利用権設定の通年については以上２４件です。 

議長 

 

それでは、事務局より説明がありましたが、議案第６２号 農

用地利用集積計画［農業経営基盤強化促進事業］利用権設定の
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議長 通年２４件について御意見、御質問はありませんか。 

＜なし＞ 

特に無いようですので、議案第６２号 農用地利用集積計画［農

業経営基盤強化促進事業］利用権設定の通年２４件につきまし

ては、申し出のとおりに決定します。 

 

続きまして、議案第６２号 農用地利用集積計画［農業経営基

盤強化促進事業］農地中間管理事業について事務局から説明を

お願いします。 

事務局 

 

議案第６２号 農用地利用集積計画［農業経営基盤強化促進事

業］農地中間管理事業について御説明いたします。 

議案は２２ページになります。 

農用地利用集積計画書を２３ページに掲げております。佐賀県

農業公社への利用権設定、貸付となっております。 

面積は田が 9,015 ㎡、畑が 6,927 ㎡、貸付人２名となっており

ます。期間は２件とも１０年となっております。 

 

議案第６２号 農用地利用集積計画［農業経営基盤強化促進事

業］農地中間管理事業については以上２件です。 

議長 議案第６２号 農用地利用集積計画［農業経営基盤強化促進事

業］農地中間管理事業２件について、御意見、御質問はござい

ませんか。 

＜なし＞ 

無いようですので、議案第６２号 農用地利用集積計画［農業

経営基盤強化促進事業］農地中間管理事業２件については、申

し出のとおりに決定します。 

 

続きまして、議案第６３号 農用地利用配分計画について事務

局から説明をお願いします。 
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事務局 議案第６３号 農用地利用配分計画について御説明いたしま

す。 

議案は２４ページになります。 

農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第２項の規定に

よる農用地利用配分計画の作成について、同法第１９条第３項

の規定により、伊万里市長から承認を求められたので、この案

を提出することとなっております。先程、農業公社への利用権

設定を行ったものを、借受者１名が借り受けることとなってお

ります。詳細は２５ページになります。 

 

議案第６３号 農用地利用配分計画については以上２件です。 

議長 議案第６３号 農用地利用配分計画について、御意見、ご質問

はございませんか？ 

 ＜なし＞ 

無いようですので、議案第６３号 農用地利用配分計画につい

ては承認を戴きました。 

 

議案についての審議は以上になりますので、続きまして報告事

項に移ります。 

 

報告第１７号 農地法第４条第１項第８号の規定による許可不

要に係る届出について、事務局から報告をお願いします。 

事務局 

 

 

 

 

 

 

報告第１７号 農地法第４条第１項第８号の規定による許可不

要に係る届出について御説明します。 

議案は２６ページ３番になります。 

図面は、案内図が４４ページ、字図が４５ページ、土地利用計

画図が４６ページになります。 

 

申請地は、〇〇〇〇〇〇〇地区です。 
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事務局 

 

申請人が農業用倉庫を建設するための届出になります。 

 

報告第１７号 農地法第４条第１項第８号の規定による許可不

要に係る届出については以上１件です。 

議長 それでは、３番について担当委員から説明をお願いします。 

〇番委員 今まで別のところに倉庫を借りておられましたが、貸主さんか

ら返却してほしいと申し出があり、申請者所有の農地の一部に

新しく倉庫を作られました。他の農地に支障がでるところでは

ありません。よろしくお願いします。 

議長 ３番について、御意見、御質問はございませんか。 

＜なし＞ 

無いようですので、続きまして、報告第１８号 農地法第１８

条第６項通知の受理について、事務局から報告をお願いします。 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告第１８号 農地法第１８条第６項通知の受理について御説

明します。 

議案の２７ページを御覧ください。 

２９番につきましては、貸人の都合により、合意解約をされま

す。解約後は転用の予定で、議案第５９号 農地法第４条及び

第５条の申請５番、議案第６０号 農地法第４条の申請１９番

に上程しています。 

 

報告第１８号については、以上１件です。 

議長 報告第１８号 農地法第１８条第６項通知の受理１件について

ご質問はございませんか。 

＜なし＞ 

無いようですので、続きまして報告第１９号 農地等の形質変

更届出について事務局から説明をお願いします。 

事務局 

 

報告第１９号 農地等の形質変更届出について御説明します。 

議案の２８ページ、３番になります。 
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事務局 

 

 

 

 

 

図面は、案内図が４７ページ、字図が４８ページ、平面図が４

９ページ、断面図が５０ページになります。 

 

申請地は、〇〇〇〇〇地区です。 

ふけ田のため、畑として利用するための届出です。 

 

報告第１９号については以上１件です。 

議長 それでは３番について担当委員から説明をお願いします。 

〇番委員 

 

 

ここは１０年くらい保全管理をされている農地です。水はけが

悪く道路から下がっており、田として耕作しにくいので埋め立

てて畑として耕作したいとのことです。よろしくお願いします。 

議長 

 

盛土は最高で１．５ｍと書いてありますが、埋め立てはどれく

らいを予定されていますか。 

事務局 

 

１年で完了してもらうことが基本です。ここは１年もかからず

埋め立てられると思います。 

議長 

 

 

報告第１９号 農地等の形質変更届出について、御質問はござ

いませんか。 

＜なし＞ 

無いようですので、これで報告事項を終了します。 

 ＜＜＜議事終了＞＞＞ 

 

 

 


